
銅鏡 籬ニ菊双雀文様 一面

【所 在 地】曽於郡大崎町仮宿 大崎町中央公民館（都萬神社所有）1029
【種 別】国指定有形文化財（工芸品）

【指定年月日】大正７年４月８日

大崎町役場から志布志方面へ国道 号線を約 進むと，道の左手の高台に都萬神220 800m
社がある。同社に所蔵の銅鏡は，鎌倉時代の作とされ，径 。鏡背は中央に菊座鈕21.1cm
があり，単圏である。鈕下から出る菊が鏡上部三分の二を覆い，鈕の右側空間には２羽の

雀が向い合って飛んでおり，下部中央には３間の垣根（籬）を置き，下端外区には連波を

配している。


